
質問にお答えします。

妻の所得証明書を夫が受け取りに行きたいのですが、
委任状が必要ですか？

　ご家族の方でも本人からの委任状が必要です（委任状は作成日から3か月以内
のものをお願いします。）。また委任者と窓口に来られた方の本人確認書類（運転
免許証やマイナンバーカードなど）を提示していただきます（委任者の本人確認書
類については、写し可）。

Q.29

A

私は専業主婦で収入もなく、夫の扶養に入っていますが、
私の所得証明書（非課税証明書）を受け取ることはできますか？

　お受け取りいただけます。窓口にて収入の有無に関する聞き取りをさせていた
だいてからの発行となります。（収入の有無に関する聞き取りが必要となるため、
コンビニ交付では取得できません。）

Q.28

A

口座振替は、毎年手続きをする必要がありますか？

　口座振替は、基本的に一度手続きされますと、翌年以降は自動的に更新される
ため、毎年手続きをしていただく必要はありません。
　ただし固定資産税・都市計画税の場合、共有者が変更になったり、相続等によ
り所有者が変更になったりした場合等は、再度手続きが必要となります。
　その場合は、大変お手数ですが、納税通知書に同封されている口座振替依頼
書または、インターネット口座振替受付サービスにより再度お申し込みいただき
ますようお願いします。

《以下のような場合は再度手続きが必要です》

Q.27

A

令和６年度
所有者　ＡさんとＢさん
（Ａさんの口座から口座振替）

令和７年度
所有者　ＡさんとＣさん
（×口座振替は継続されません）

名義変更

（例1）共有者の変更

令和６年度
所有者　Dさん
（Eさんの口座から口座振替）

令和７年度
所有者　Eさん
（×口座振替は継続されません）

名義変更

（例2）登記簿上の所有者変更
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 お問い合わせ先
 区役所納税課、財政局納税企画課　（TEL：711-4206　FAX：733-5598）

福岡壱岐
北崎
周船寺
福岡能古
玄界島
元岡

西区壱岐団地1256-4
西区宮浦1955-8
西区周船寺2丁目10-17
西区能古450
西区大字玄界島21-12
西区田尻2067-3

福岡四箇田
団地
福岡野芥
脇山
福岡原五

早良区四箇田団地1-1

早良区野芥3丁目14-12
早良区脇山2543-3
早良区原5丁目2-2

福岡大池
福岡桧原
福岡老司
福岡柏原

南区大池1丁目23-8
南区大平寺１丁目10-2
南区老司2丁目13-8
南区柏原4丁目13-43

福岡小笹
福岡福浜

中央区小笹1丁目4-28
中央区福浜2丁目4-1

板付
博多南

博多区板付2丁目6-9
博多区元町2丁目2-12

福岡東
和白
志賀島
西戸崎
香椎御幸
福岡唐原
福岡八田
福岡流通
センター内
福岡青葉
福岡高美台

東区香椎浜1丁目9-5
東区塩浜1丁目9-1
東区志賀島736-1
東区西戸崎4丁目12-5
東区千早5丁目14-21
東区唐原5丁目1-62
東区八田4丁目6-2
東区多の津1丁目14-1

東区青葉7丁目27-14
東区高美台2丁目4-6

東 区

博多区

中央区

南 区

城南
福岡堤
福岡田島三

城南区干隈2丁目56-1
城南区堤2丁目20-4
城南区田島3丁目19-12

城南区

早良区

西 区

福岡小林
福岡雑餉隈
博多月隈

博多区博多駅南4丁目17-11
博多区麦野4丁目36-25
博多区月隈2丁目2-14

博多区

郵便局での市税に関する証明の請求・受取

●取扱時間/平日9時～17時（郵便局の営業時間に限る。）　土日祝日、年末年始を除く

・請求される方は、次のいずれかを必ずご持参ください。
　・マイナンバーカード　　　・運転免許証　　　・健康保険証　　　・国民年金手帳
　・在留カード（外国人登録証）
　・その他公的機関が発行した証明（船舶やその他特殊技術に関する免許証など）
・市税に関する証明で、請求される方が法人の場合は、法人印および代表者の職印の押印により確認させていただきます。
（印鑑に法人名がない場合や、法人名の表記が異なる印鑑を利用される場合は、法人印の「印鑑証明書」をご持参ください。）

　市内34か所の郵便局では、福岡市の納税証明書などの証明を受け取ることができます。なお、取り
扱いができるのは請求者ご本人に関する証明に限ります（軽自動車税継続検査用納税証明書を除
く）。窓口では本人確認をしますので、本人確認書類をご持参ください。
　取扱いができる市税に関する証明はＰ75をご覧ください。

●郵便局での証明の交付は、担当区役所と専用FAXの送受信によって行いますので、請求から交
付まで時間がかかります。あらかじめご了承ください。

●証明の様式は、市が作成する様式に限ります。

市税に関する証明の郵送請求

福岡市　税務証明交付申請書

福岡市税証明郵送請求センター　〒812-8512　博多区博多駅前2丁目8番1号 博多区役所9階
TEL：292-2069　（電話受付：8時45分～17時30分　土日祝日、年末年始を除く）

　郵送で証明を請求する場合は、（1）～（6）の書類等を同封のうえ、下記の「福岡市税証明郵送請求セン
ター」あてに請求してください。
（1）税務証明交付申請書（様式は福岡市ホームページからダウンロードできます。）
（2）手数料（※郵便局の定額小為替）
（3）返信用封筒（あて先を記入して切手を貼付してください。）
（4）請求者の方の本人確認書類(運転免許証等）の写し
（5）委任状（代理の方が請求される場合）
（6）委任者の本人確認書類の写し（代理の方が請求される場合）
（7）相続人であることを証明する書類（相続人の方が請求される場合）

※小為替は、過不足のないようにお願いいたします。

取扱郵便局

窓口で確認させていただくもの

取扱時間

おことわり


